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平成２４年２月１０日（金） 

 

国土交通省関東地方整備局 常総国道事務所 

東日本高速道路㈱関東支社 水戸工事事務所 

 
 

記者発表資料 
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申請を行いました。 

 

 国土交通省関東地方整備局と東日本高速道路㈱は、２月１０日に、一般国道４６８号

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の「稲敷ＩＣ～（仮称）大栄ＪＣＴ」間について、

土地収用法に基づく事業の認定を国土交通大臣に申請しましたのでお知らせします。 

 

■事業認定申請に係る経緯 

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の「稲敷ＩＣ～（仮称）大栄ＪＣＴ」間については、

これまで多くの地権者のご協力を得て、約９９％の用地を取得（平成２４年１月末現在）

し順次工事を実施しているところです。 

一方、残る未取得用地については、一部の方のご協力が得られず、現時点では取得の目

途が立たない状況となっており、今後も解決の見通しの立たない場合に備え、土地収用法

に基づく事業認定の申請を行いました。 

なお、引き続き、任意による用地取得にご理解とご協力を頂けるよう、精一杯努めて参

ります。 

 

 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ 

 

お問い合わせ先 

 

国土交通省関東地方整備局 常総国道事務所 電話０２９-８２６-２０４０（代） 

副所長 金子 剛    計画課長 石塚 克己 

東日本高速道路㈱関東支社 水戸工事事務所 電話０２９-２５３-３０００（代） 

               副所長 瀧本 兼嗣  工務課長 藤原 芳美 
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【事業の概要】 
一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から半径約４０～６０㎞の

位置に計画されている総延長約３００㎞の自動車専用道路であり、都心から伸びる放射状の

道路を環状に連絡することにより、都心への交通を分散し、渋滞の緩和が図られます。 

また、稲敷ＩＣから（仮称）大栄ＪＣＴまでの開通により、圏央道によって常磐道と東関

道が連結されることになり、より広域的な利便性の向上が期待されます。 
 

【事業認定申請区間】 
○全体計画区間 

茨城県稲敷市沼田字シイガ前地内～千葉県成田市吉岡字大安場地内 延長２０．５ｋｍ 

○起業地計画区間 

 区間①：茨城県稲敷市沼田字上沼田地内～同市江戸崎字原地内  延長０．５ｋｍ 

 区間②：茨城県稲敷市椎塚字大久保地内～同市清水字池下地内  延長０．９ｋｍ 

 区間③：千葉県成田市名木字青木地内～同市名木字鎌部地内   延長１．３ｋｍ 

 区間④：千葉県成田市成井字寺ノ下向地内～同市芝字向芝地内  延長０．６ｋｍ 

 区間⑤：千葉県成田市芝字関場地内～同市吉岡字西ノ向地内   延長０．６ｋｍ 
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【用地の取得状況】 
 

 

 

 

 

 
    ※全体計画区間（稲敷ＩＣ～（仮称）大栄ＪＣＴ）の用地取得率は約９９％です。 

 

【工事の進捗状況】 

   圏央道（稲敷ＩＣ～（仮称）大栄ＪＣＴ間）では、本線部やＩＣ部の盛土

工事や利根川渡河部の橋梁工事等を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

至つくば

(仮称)神崎ＩＣ

至木更津

利根川

茨城県

千葉県

至木更津

(仮称)東ＩＣ

至つくば

利根川渡河部周辺（茨城県・千葉県境）

（仮称）東ＩＣ周辺（茨城県稲敷市） 

項目

取得率

145,789 ㎡ 140,765 ㎡ 5,024 ㎡ 97%

用地取得状況　（平成２４年１月末現在）

起業地
（延長３．９ｋｍ）

用地必要面積 取得面積 未取得面積

稲
敷
Ｉ
Ｃ

(

仮
称)

東
Ｉ
Ｃ

（
仮
称
）下
総
Ｉ
Ｃ

区間

⑤

区間

①

区間

②

区間

③

区間

④

（仮
称
）
神
崎
Ｉ
Ｃ

茨城県

千葉県

（仮
称
）
大
栄
Ｊ
Ｃ
Ｔ

Ｎ

至
木
更
津至

つ
く
ば

全体計画区間 Ｌ＝20.5km

東
関
道



 4 / 4 
 

参考資料 

 

１．「土地収用法の事業認定」とは 

土地収用法は、憲法２９条第３項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のた

めに用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の

収用又は使用に関し（中略）、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土

の適正且つ合理的な利用に寄与すること」を目的として定められたものです。 

事業認定手続は、この土地収用法の手続の一つであり、国土交通大臣又は都道府県知

事（事業認定庁）が、申請に係る事業が『高い公益性を有し、かつ土地の適正かつ合理

的な利用に寄与するものであることを審査し、当該事業のために土地等を収用する必要

があること』について認定する手続きです。 

 

２．土地収用法の手続きの主な流れ 

以下に、土地収用法における一般的な手続きを示します。 
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（茨城県収用委員会）

（千葉県収用委員会）

事業認定手続

（国土交通大臣）
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